
      

 
          

 

 

 

 

サポーター制度とは？ 

 

中山間地域での人口の社会減が進む中、人口減少や少子高齢化は日々の暮らしや、経済、

行政等の様々な場面で影響を与えます。 

そのような中で、益田市は市外から来られた人を進んで迎え入れ、活躍することを歓迎す

る温かく開放的な土地柄であることから、着実に移住者が増えてきています。 

全国的にも地方への移住を希望する人が増えている中で、本市への移住・定住を望む移住

希望者や、移住してきた移住者の市でのより快適な生活を実現し、また、地域の力となって

いただくようサポートするため、市民をあげて受け入れ体制の整備及び強化を図り、人口拡

大のため本市への移住・定住促進に繋げることを目的とした「ますだ暮らしサポーター制度」

を創設し、ＵＩターン者の住まいや暮らしを地域ぐるみで支援し更なる社会増を目指してい

くものです。 

 

 

地区の方や移住希望

者の方に対し、困り

ごとの相談先をよ

り分やりやすくする 

ことで、より快適な生活を実現し、

地域の活性化や住民間の良好な関

係づくりが期待されます。 

ＵＩターン者の住まいや暮らしを

地域ぐるみで支援し、移住者が住み

続ける益田市の実現を目指しまし

ょう！！ 

 

 

  
地域の相談役さん・地域ぐるみで益田での暮らしをサポート 

 

 

 ○移住促進に関する市への情報提供 

  ・移住希望者に関すること 

  ・本市の生活環境を PR するための、情報等の提供など  

 ○移住希望者の相談事項への協力・助言 

  ・お試し滞在時の協力、地域住民として移住希望者への 

助言など（地域や自治会活動、気候風土など）   
○空き家の掘り起こしなど、空き家対策の活動 

  ・活用可能な空き家の空き家バンクへの登録推進に関す 

ること 

  ・空き家バンク利用希望者への現地案内など 

 

 

・「ますだ暮らしサポーター登録申出書」 

により、人口拡大課にお申し込みくだ 

さい。 

・サポーター活動内では自己の利益や営 

利を目的とした活動はできません。 

・１８歳未満の方はお申込みできません。 

・その他ご不明な点は人口拡大課にお問 

い合わせください。 

 
ますだ暮らしサポーターとは？ 

本市への移住・定住を望む移住希望者や、移住

してきた移住者の市でのより快適な生活を実現

し、また、地域の力となっていただくようサポー

トするため、市民をあげて受け入れ体制の整備及

び強化を図り、人口拡大のため本市への移住・定

住促進に繋げることを目的とした「ますだ暮らし

サポーター制度」を創設し、市が行う定住支援事

業の情報提供などをボランティアで 

サポート活動をしていただく制度です。 

 

 

 

サ
ポ
ー
タ
ー 

移
住
者 

 前に住んでいたとこ
ろとゴミの出し方が
違うけど、このゴミは
どうやって捨てれば
いいのかな？ 

 
市役所の環境衛生課に
聞いてみんちゃい！教
えてくれるよ。 
ほかにも何かあればい
つでも聞いて！！ 

人口拡大課  ＴＥＬ ３１－０１７３  ＦＡＸ ２３－２４５６ 

 
活動内容（可能な範囲でご協力ください） 

 
お申込み方法と注意事項 



 

ますだ暮らしサポーター制度Ｑ＆Ａ 

 

Ｑ１ この制度の目的は何ですか？ 

Ａ 益田市への移住・定住を望む移住希望者や、益田市に移住してきた移住者の益田市での
より快適な生活を実現し、地域の力となっていただくようサポートするため、市民をあげ
て受入体制の整備及び強化を図り、移住者が安心して生活できる環境を整えることをもっ
て、人口拡大のため本市への移住・定住促進に繋げることを目的としています。 

 

Ｑ２ この制度によって、どのような効果がありますか？ 

Ａ サポーター活動を通じて、移住・定住者の快適な生活を実現するだけでなく、地域住民
相互の繋がりを深めることが期待されます。 

 

Ｑ３ サポーターと市の役割は？ 

Ａ サポーターは、移住・定住者への支援活動を行います。例えば益田で暮らす中での地域
や自治会活動についての助言や、生活や住まいに関しての情報提供など移住・定住者の必
要に応じた支援を提供していただきます。困った時に助けていただける、いわゆる地域の
お世話役です。 
市は、移住・定住者の必要に応じてサポーターへ情報提供を行い、サポーター活動を支

援します。また、サポーターの活動状況を広くＰＲし、普及啓発を図ります。 
 

Ｑ４ サポーターになるための要件は？ 

Ａ １８歳以上の方で益田市内に住所または勤務地を有し、本事業の趣旨に賛同し登録を希
望する個人及び団体など。 
個人、自治会、お店等、幅広い市民の皆様の参加をお願いします。 

 

Ｑ５ サポーターになるための手続きは？ 

Ａ ますだ暮らしサポーター制度の趣旨を御理解いただき、登録申出書を人口拡大課に提出
してください。サポーターとして登録した方には登録通知書をお渡しします。 

 

Ｑ６ サポーターに任期はありますか？ 

Ａ サポーターに任期はありません。登録後にサポーターをお辞めになられる場合は人口拡

大課に届け出ていただくことになります。 
 

Ｑ７ 補助金や費用弁償等の対価はありますか？ 

Ａ 個人、団体等の自主的なボランティア活動を前提としていますので、金銭的な支援は予
定していません。 

 

Ｑ８ 活動するに当たって注意すべきことは？ 

Ａ サポーターになったからといって特別なことをする必要はありません。 
可能な範囲での活動を前提としていますので、移住・定住者の支援を 
無理のない活動を行ってください。 

 

 

 

 


